
栃木県ケアラー支援推進協議会設置要綱 

  

（趣旨）  

第１条 本県におけるケアラーへの支援（以下「ケアラー支援」という。）に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、「栃木県ケアラー支援推進協議会」 （以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) ケアラー支援に関する施策の推進に関する事項 

(2) 栃木県ケアラー支援条例第10条に規定するケアラー支援の推進に関する基本的な計画の策定及び

進捗管理に関する事項 

(3) その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 20 名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。 

(1) 保健・医療・福祉関係者 

(2) 教育関係者 

(3) 学識経験者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 当事者団体等の関係者 

(6) その他関係機関・団体の代表等 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第４条 協議会には、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定め、副会長は、会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。  

２ 会長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、栃木県保健福祉部保健福祉課が処理し、同高齢対策課、健康増進課、障害福祉

課及びこども政策課は、これを補佐する。  

 

（その他）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。  

 

附 則 

この要綱は、令和５(2023)年３月 20日から施行する。 

資料１ 



委員任期：令和５(2023)年４月10日～令和8(2026)年4月9日
令和５（2023）年４月10日現在

№

1 青柳　勝男 栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会　理事

2 石嶋　幸夫 栃木県高等学校長会（栃木県立鹿沼南高等学校　校長）

3 石塚　洋史 一般社団法人栃木県経営者協会　専務理事

4 大石　剛史 国際医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉・マネジメント学科　准教授

5 大橋　進 とちぎ障がい者相談支援専門員協会　幹事

6 大森　利男 栃木県民生委員児童委員協議会　副会長

7 金田　道宙 栃木県町村会（市貝町長寿福祉課長）

8 河内　哲也 栃木県中学校長会（宇都宮市立晃陽中学校　校長）

9 絹木　憲司 社会福祉法人蓬愛会（栃木介護福祉専門学校　校長）

10 児玉　幸弘 栃木県社会福祉士会　会員

11 齋藤　禎 栃木県社会福祉協議会　地域福祉部長

12 首長　正博 栃木県市長会（栃木市保健福祉部長）

13 庄司　和弘 栃木県小学校長会（宇都宮市立陽東小学校　校長）

14 鈴木　徹也 日本労働組合総連合会栃木県連合会　副事務局長

15 五月女　祐子 公益社団法人栃木県看護協会　専務理事

16 仲田　海人 那須塩原市ヤングケアラー協議会　元ヤングケアラー

17 福田　雅章 栃木県児童養護施設等連絡協議会　会長（社会福祉法人養徳園　総合施設長）

18 實島　範朗 栃木県私立中学高等学校連合会　理事（國學院大學栃木中学・高等学校　校長）

19 依田　祐輔 栃木県医師会　常任理事

　※ 50音順（敬称略）

栃木県ケアラー支援推進協議会 委員名簿

氏　　　　名 団体名・役職名等


